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国際登録公報から見る出願の仕方 事例（時計） 

  

 

 

公報発行日

指定国：15 ヵ国 

Ⅰはロンドンアクト、Ⅱはヘ

ーグアクト、Ⅲはジュネーブ

アクトを示し、それぞれのア

クトの下で指定された締約国

であることを意味する。 

意匠の数：11 意匠 国際登録日 

意匠権者及び住所 

更新期間の満了日

国際意匠分類クラス 

（クラス 10：時計、携帯時

計及びその他の計測機具、

検査器具及び信号器具） 

製品の表示 
（腕時計） 

出願日 

登録番号 

それぞれ別個の意

匠。枝番が付され

ている意匠同士

(11.1 と 11.2)は

同じ意匠。 

 INID コードとは、「Internationally agreed Numbers for the Identification of Data（書誌的事項の識別記

号）」の省略で、各国において使用される言語が異なっていても資料及び公報にアクセスが容易にできるよ

うにするため、書誌データの項目をコード化したもので WIPO において決定されたもの。この INID コードを利

用することで、外国の意匠公報を参照した場合にもどこに何が記載されているか分かる。 


